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世界の金融規制は岐路に立たされています。グローバル金融
サービス規制の展望では数多くの動向を報告してきましたが、
今回の内容はこれまでと幾分異なります。私たちを取り巻く環
境が急速に変化しており、その変化が及ぼす影響は今後何年に
もわたり続く可能性が高いです。2026年は、米国の動向が世
界に及ぼす影響をはじめ、こうした新たな現実が地政学的情勢と
経済にもたらす影響を強く感じる年となるでしょう。金融システ
ムが岐路に立たされている背景には、成長と競争力強化が国際
的なアジェンダの焦点となっていることがあり、各法域は世界金
融危機後の金融安定に関する対応の見直しを迫られています。
競争力強化が重要なアジェンダとして浮上する中、金融の安定、
成長やイノベーション、競争力強化の促進を求める圧力のバラ
ンスを取るために、当局がどこまで踏み込むべきかなど、重要な
課題も浮かび上がってきています。

米国がイノベーションと成長を優先させて規制緩和を推し進め
る今、他の法域は独自の対応を検討しなければなりません。こう
した環境の変化を受けて、金融規制も地政学的戦略と国内の2
つのレベルで運用されるようになっています。一方、米国以外の
法域は、必ずしも同じ選択をしているわけではありません。EUと
英国の競争力強化策は米国のそれとは異なります。

今後は、世界金融危機後の規制合意を維持するため、あるいは、
インドのように国家の独自性をより強く主張するために、米国の
地政学や通商面の動きに対して、同様の反応や反対の反応が見

はじめに

2026年は、地政学的要因の変化とテクノロジー、ローカライゼーション、成長アジェンダが世界の
金融規制の在り方に大きな影響を及ぼす。

られるようになるでしょう。アジア太平洋地域については、これ
までの立場を維持する国と、自国市場の開拓に注力する国に二
分されてきています。

2025年のグローバル金融サービス規制の展望で予見していた
動向の多くが、現実のものとなりました。こうした変化の影響が
明確化していることを踏まえると、2026年に動向がさらに複雑
化するのは間違いありません。これらの論点に慣れているから
といって、重要性を過小評価すべきではありません。

12カ月前と比べて状況はさらに流動的で、2026年以降の動向
がこれまでとまったく異なるものになる可能性もあるでしょう。

2026年に金融機関が取るべき対応
 ■ 引き続き地政学的動向を注視し、成長と競争力強化に関わ
る政府と当局のアジェンダの変化に、どのように対応してい
くかに焦点を当てる。

 ■ リスク環境の変化と金融の安定確保を考え、慎重なリスク管
理とコンプライアンスの実現に注力する。

 ■ ビジネス機会の最大化と、規制当局の期待の変化により生じ
るリスクの最小化の両方を実現するために、戦略とケイパビ
リティ、変更プロセスを構築する。
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金融を取り巻く環境が不安定さを増していることで、市場参加者
は、変化する規制等や当局の期待への対応を余儀なくされてい
ます。一方、こうした環境は、国家主権の問題や、サプライチェー
ンの中心的部分を守る必要性を考慮に入れながら、国境をはる
かに超えて広がる波及効果に対応するという難しい課題を当局
にも突きつけています。

アジア太平洋では現在のところ、米国の規制緩和に伴う競争上
の脅威がほとんど重視されていません。それを受けて、他地域
の対応も変化しつつあります。香港とシンガポールは依然とし
て、デジタル資産などのイノベーションやサステナビリティ分野
での先導的立場の維持と貿易競争を特に重視しています。一方、
国内の金融セクターの強化策を講じているのがインドです1。日
本は国内の金融機能の強化と、安定、公平かつ安全な金融シス
テムに対する信頼の確保に注力しています。そうした中で特徴
的な対応をしているのがオーストラリアです。他国を参考にし、
AIガバナンスやデジタル資産関連など、規制の検討を慎重に進
めています2。

米国では、規制当局が、金融機関の負担を軽減して経済成長と
金融イノベーションを実現させることを目的に、規則と監督体制
の幅広い見直しを進め、これらの変更を提案しています。具体
的には、最近の資本規制改革案や監督評価方法を変更する取り
組み、監督項目の削減、ガイダンスの撤回によるイノベーション
の障壁の削減、国内大手銀行間のM&A（合併・買収）がしやす
い環境の整備などです。欧州は欧州貯蓄投資同盟（European 
Savings and Investments Union：SIU）の下で新たな取り組

みを推し進める一方、競争力強化と成長を目的とした現行の法
令等の見直しを進めています3。英国では、健全性規制で引き続
き潜在的成長性と金融の安定のバランスを取りながらも、コンダ
クトリスクに対する姿勢に変化が見られ、政府の成長アジェンダ
が重視されるようになってきました。

こうした国際的な「押し引き」で規制の分断化・細分化が進んだ
ことで、グローバル金融機関のコンプライアンス部門による、世
界的に統一されたリスク管理の枠組みを採用する取り組みが複
雑化するとともに、要件が最も厳格な国・地域に合わせた枠組
みづくりを求める圧力が生まれているのです。国際的な基準設
定主体は分断化・細分化の要因には触れず、従来の優先分野に
引き続き重点を置いています4。

金融セクターに対する規制の分断化・細分化の規模と範囲が、健全性規制の枠を超えて拡大し、 
今ではAIやデジタル資産、決済、データガバナンスにも及ぶようになりました。

規制の分断化・細分化の拡大

成功に向けて整備すべき体制
 ■ 国・地域ごとに規制が異なることで、ビジネス運営コストが
上昇している国・地域や進出機会が高まっている国・地域が
ないかを、常に注視できる体制を整える。

 ■ ビジネスを展開する市場における特定のリスクと規制の変更
を監視し続ける体制を整える。

 ■ シナリオプランニングと分析を用いて、さまざまな規制の実
施がビジネスに及ぼし得る影響をより批判的な視点で見極
める体制を整える。
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国・地域別のバーゼル III改革の進展状況

出典： Bank of International Settlements, RCAP: Basel III implementation dashboard RCAP on timeliness: Basel III implementation dashboard

北米 アジア太平洋 EMEIA

カナダ 米国
オースト 
ラリア

香港 日本 シンガポール スイス 英国 EU

信用リスク標準的手法 
（Standardized 
Approach：SA）

信用リスク内部格付
（Internal Ratings 
Based：IRB）手法

該当せず

信用評価調整 
（Credit Valuation 
Adjustment：CVA）

トレーディング勘定の 
抜本的見直し（FRTB）／ 
市場リスク

アウトプットフロア

オペレーショナルリスク

凡例：
規制案の公表前

規制案を公表

最終規則を公表（銀行の導入前）

最終規則を施行（公表し、銀行が導入）

健全性規制

健全性規制当局が最も懸念しているのは、外的なショックに対す
る現行の枠組みの対応力です。関税問題や貿易紛争、地政学的
要因の変化でその対応力が今、試されています。

多くの法域が新たなバーゼル IIIの枠組みを全面的または部分
的に適用しており、各法域ではこれを導入する銀行が昨年から
増えました。導入のアプローチはさまざまですが、公平な競争の
場の整備に取り組む監督当局のトップの姿勢に変わりはありま
せん。EUと英国では、バーゼル改革の最終段階となる、銀行の
トレーディング業務に適用される自己資本規制に関する「トレー

ディング勘定の抜本的見直し（FRTB）」が遅れており、EUでは
2027年1月1日に5、英国では2028年1月1日に適用が先送
りされました。一方、米国では、連邦準備制度理事会（FRB）の
監督担当副議長を務めるミシェル・ボウマン氏が、バーゼル III
の最終部分である「バーゼルエンドゲーム」に関する改正案は
2026年初めに発表される見込みだと述べています6。

バーゼル IIIの導入時期のばらつきからどのような問題が生じる
かは、日本の銀行を見ればよく分かります。日本は他の主要な法
域より早い2024年にFRTBを実施しました。その結果、日本で
は国際業務を展開する銀行が、FRTBに伴う自己資本要件の厳
格化による大きな競争上の課題に直面する可能性があります。

https://www.bis.org/bcbs/implementation/rcap_reports.htm
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人工知能（ＡＩ）

規制当局のAIへのアプローチは相変わらず、国・地域により異
なります。金融安定理事会（FSB）によると、規制当局か監督当
局が何らかの形でAI関連のガイダンスを出す法域は40を超え
ました。これは、複数の国・地域でAIを活用する金融機関が、い
かに複雑で、常に変化する環境に直面しているかを如実に物語っ
ています10。 

AI導入の最大の動機は効率化です。その一方で、AIは固有のリ
スクをもたらし、特に金融機関が規制コンプライアンスにAIを
利用する場合には二重のリスクが生じかねません。金融セクター
を対象とする統一されたAI規制がないため、金融機関は自らの
責任でこうしたリスクを理解し、軽減する必要があります。この
ようにセクター別の規制が整備されていない一因は、現行の金
融関連の規制等と法律がテクノロジーではなく、業務・活動の
規制を目的としていることにあります。例えば、オーストラリア
証券投資委員会（ASIC）はAIがもたらす顧客に対するアウトカ
ムを重視してイノベーションを歓迎する一方、「最先端テクノロ
ジーによって顧客に損害を与えてはならない」と警鐘を鳴らし
ています11。英国では金融行為規制機構（Financial Conduct 
Authority：FCA）が原則主義かつアウトカム重視の規制アプ
ローチをし、規制要件の策定に当たっては通例、技術中立的な
立場を取っています。FCAは追加のAI規制を導入する計画がな
く、「AIに伴うリスクの多くを軽減する」現行の枠組みに依拠す
る意向を示してきました12。

米国では、銀行を対象としたその他の資本規制は最終決定の過
程にあるか、あるいは未決定です。例えば、米国の規制当局は
おそらく2026年初旬に、「グローバルなシステム上重要な銀行
（G-SIB）」を対象とした自己資本上乗せの枠組みの変更を提案
するでしょう。一方、EUは簡素化の取り組みの一環として、銀行
の自己資本要件規則（Capital Requirements Regulation）を
見直す可能性があり7、すでに証券化の枠組みの改正を進めて
います8。オーストラリアでは、健全性規制庁（APRA）が銀行業
の枠組みを改革し、自己資本要件に関わる透明性を高め、許認
可プロセスを精緻化して、規制負担の軽減と規制の比例的な適
用の強化を図ると発表しました9。 

金融機関が取るべき対応
 ■ ビジネスを展開する法域ごとに内容が異なるバーゼル

III規則に引き続く適切に対応する。

 ■ 規制環境の不確実性と不均衡を踏まえた上での資本
配賦の最適化を検討し、それが戦略と経営環境にどの
ような影響を及ぼし得るかについて精査する。

 ■ 現在の分断化・細分化や法域間の調和の欠如が今後
も続く可能性が高いため、制度の仕組みなどの違いに
かかわらず、常に整合的かつ効果的に計算し、報告す
る自らの能力を見極める。
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現在の状況：世界各地でAI規制はどのように進められているのか*

オースト 
ラリア

カナダ 中国 EU 香港 日本 シンガポール 韓国 英国 米国

各国・地域の 
現在のアプローチ

リスク
ベース2

セクター
主導 3 一元的4 リスク

ベース
セクター
主導 5

イノベーション
促進型

セクター
主導

リスク 
ベース6

イノベーション
促進型 7 分散型 8

法律 AI規制 
（EUのAI法など）1 √ √ √ √ √

原則 自主的な 
枠組みや原則 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

デジタル
政策

デジタル政策で
AI関連のリスクを
考慮（すなわち、
データ、サイバー、
オペレーショナル・
レジリエンス）

√ √ √ √ √ √ √ √ √

金融
セクター
向け

既存の業界別 
ガイダンス 
（業界主導型など）

√ √ √ √ √ √

規制・監督当局の
ガイダンス・基準
等

√ √ √ √ √ √

凡例： √ ある ない 提案中・市中協議中

AIサービスにも ITと同等の綿密な監視をすることが求められ
るようになってきたことを受け、金融機関はAIのライフサイク
ルを通じて、説明能力、監査能力、レジリエンス、説明責任に重
点を置いています。一方、事前学習モデルや正式な契約を結ん
でいないプロバイダーへの依存が強まり、サードパーティリスク
やシステミックリスクが高まっていることなどから、FSBはサー
ドパーティリスク管理に包括的なアプローチを取ることを強く
促しています13。エージェント型AIに関する懸念や、大規模な
雇用の置き換えが発生するという不安からイノベーションが過
剰に管理されて進歩が阻害されるというリスクも新たに浮上し
てきました14。このリスクの影響を特に受けるのは、コールセン
ターやカスタマーサポート、ソフトウェア開発（特にテスト工程）、
会計や法律などの専門職をはじめとする分野のナレッジワーカー
（知識労働者）です。

金融機関が取るべき対応
 ■ 強固なAIガバナンスとAIモデル管理に加え、データ
セキュリティ対策と監査証跡、来歴管理で、バイアスの
あるデータやモデルエラーなどのリスクを軽減する。

 ■ 明確なポリシーと研修、デバイス制限を通じて、従業
員による未承認のAI利用を管理する。

 ■ 公開型またはサードパーティのAIプラットフォーム経
由での情報流出を防止し、AIツールを組織独自のワー
クフローに合わせてカスタマイズすることで、クライア
ントと金融機関のデータの機密性を守る。

 ■ 既存のAIポリシーを更新して、強固なサードパーティ
リスク管理を含め、ソフトウェアとサービスのサプライ
チェーン全体の統合を対象にして、外部ベンダーがも
たらすリスクを評価、軽減する。
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サステナブルファイナンス

サステナビリティ情報開示環境が急速に変化する一方、世界的
な分断化・細分化は解消されていません。不安定な地政学的
情勢が規制当局のアプローチの多様化を招き、金融機関に不確
実性をもたらしているのです。EUはオムニバス簡素化パッケー
ジ（Omnibus Simplification Package）で環境・社会・ガバナ
ンス（ESG）情報開示を合理化して、コンプライアンス負担の軽
減を図っています。一方、米国では、カリフォルニア州が気候関
連情報開示の義務化を進めているのに対して、連邦政府では開
示が無期限で先送りされています。ESG問題については、EUも
これまでの立場を軟化させる姿勢を示していますが、これは米
国との貿易協議をスムーズに進めるためです。 

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）は、グローバルな情
報開示基準の策定を目指しています。オーストラリアとマレー
シア、ブラジル、シンガポール 15、メキシコの5カ国は、2025
年度からISSBに沿った情報開示制度を段階的に導入する予定
です。英国は、ISSB基準を自主的な英国サステナビリティ情報
開示基準（UK SRS）として採用することについて、市中協議を
行っています。金融機関は国や地域により基準の内容や導入ス
ケジュールがばらばらという状況に直面しており、慎重な対応が
不可欠です。

各国・地域の規制当局は、金融の安定性の評価と気候関連リス
クのモニタリングには移行計画が不可欠だと考えています。米
国が気候関連金融リスク管理原則（Principles for Climate-
related Financial Risk Management）を撤回したものの
16、各国・地域の中央銀行など監督当局は、シナリオベースの
強固な移行戦略を重視しています。こうした姿勢が如実に表れ
ているのは、英国健全性規制機構（Prudential Regulation 
Authority）のSupervisory Statement 3/1917や欧州銀行監
督機構（European Banking Authority）のESGリスクガイドラ
イン18、香港金融管理局の気候関連リスク管理に関する最近の
通達 19、カリフォルニア州のSB 261です20。英国は金融機関と

FTSE 100企業を対象とした、パリ協定の1.5°C目標に沿った
移行計画の義務化に関する市中協議を行っているところです21。

ネットゼロ目標の達成の可否を左右するのは、やはり炭素市場で
す。ブラジルとメキシコは排出量取引制度の拡大を進めており、
それぞれ2030年22と2029年23までに導入することを目指して
います。英国が自主的炭素市場の原則を策定しているのに対し
て24、EUが計画しているのはネイチャークレジット市場です25。
このような規制の分断化・細分化と基準のばらつきが引き続き
市場の拡張性を妨げています。 

デジタル資産

世界的なステーブルコインブームを受け、当局は取り組みが必
要となっており、ブラジルやEU、香港、日本、韓国、シンガポー
ル、アラブ首長国連邦（UAE）、英国、米国などはステーブルコ
インに特化した規制制度の策定や導入を進めています。米国の
GENIUS法は、決済用ステーブルコインの監督体制や要件を含
め、デジタル資産の幅広い法的枠組みとなる、米国初の連邦法
です26。ステーブルコイン規制で、各法域の規制当局は100%
の準備資産による裏付け、明確な償還請求権、顧客資産の強固
なカストディ体制と保全という主要な3つの原則で合致しつつあ
るように見受けられます。

金融機関が取るべき対応
 ■ 質が高く、監査可能なサステナビリティデータ・開示
情報を確保する。

 ■ 規制の変更や簡素化、期限、地政学的影響を常に注視
し、それに合わせてサステナビリティ戦略と情報開示
戦略を修正する。

 ■ 気候関連金融リスクに備えて、シナリオベースの確か
な移行計画を策定する。
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法域ごとに異なる規制要件もあります。要件が異なることで、規
制や監督の分断化・細分化を招く可能性が高く、それによりアー
ビトラージ（裁定取引）が可能になります。こうした分断化・細分
化がビジネスモデルに影響を与え、国・地域によりステーブルコ
インの普及度に違いが生じることも予想されます。米国の規制
の変更が次々と明らかになっていることを受けて、日本の金融庁
は暗号資産に関する規制の見直しを進めています27。香港金融
管理局はステーブルコイン条例 28で、法定通貨参照ステーブル
コインの発行、募集、販売に関する包括的な規制制度を確立し
ました。 

欧州では、ステーブルコインの多重発行が金融安定を脅かすと
みなされており、ECBがこれを禁止するか、少なくとも新たな
保護策を導入するよう議員に働きかけてきました29。英国でも
同様に、イングランド銀行がステーブルコインを利用したシス
テミックな決済手段の規制要件について市中協議を行っていま
す。イングランド銀行は中央銀行の流動性支援の枠組みを発行
体が利用できるようにする措置も検討しているところです30。欧
州システミックリスク理事会（ESRB）は、多重発行に関与する
EUの事業者をEU域外の発行体が所有または支配しているこ
とが多い現状を踏まえると特に、現行のEU規則が取り付けリス
クを増幅させる可能性を高めていると主張し31、場合によって
はMiCA（暗号資産市場規制）の解釈を変更して、このリスクを
軽減する対策を打つことをEUに提言してきました32。また、欧
州委員会が間もなく発表する包括的な政策パッケージで、大手
暗号資産サービスプロバイダー（CASP）を単独で監督する権限
を欧州証券市場監督局（European Securities and Markets 
Authority：ESMA）に付与する提案を検討していると報じられ
ています33。 

決済

決済規制も、国内の取り組みとグローバルの取り組みの板挟み
の状況にあります。グローバルな規制を望む声がある一方で、
決済は本質的に地域性を持っており、支払いを受け取る側の法
域が特定の規制等を制定しているためです。その一方で、決済・
市場インフラ委員会（Committee on Payments and Market 
Infrastructures：CPMI）などの国際機関は、決済システムの
安定とレジリエンスを確保するため、世界的な基準を策定しま
した。

 ■ 欧州中央銀行が主導した、2年間に及ぶデジタルユーロ
の準備段階が2025年10月に終わりました。デジタル
ユーロを発行するかどうか、発行する場合には、いつ、ど
のように発行を開始するかについての最終決定は、その
法的枠組みに関する協議の結果を受けて下されますが、
早くて2029年半ばになる可能性があります。

 ■ ECBは2025年10月に、ルールブックの原案の取りまと
め作業の内容や法的プロセス次第となっている現状な
どについて記載された、最終のデジタルユーロ進捗（し
んちょく）報告書を発表しました39。

 ■ EUの金融担当大臣が2025年9月にデジタルユーロの
ロードマップで合意し、保有額上限で政治的妥協が成立
しました40。

 ■ 各EU加盟国と欧州議会の各政治会派間の見解の相違
を踏まえると、法的枠組みに関する協議では激しい議論
が繰り広げられることが予想されます。

デジタルユーロ
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米国では、イノベーション促進のさらなるサインが、連邦準備制
度理事会（FRB）のクリストファー・ウォラー理事から発せられま
した。同理事は、先ごろ演説を行い、FRBの決済サービスへの
アクセスを銀行などの第三者に現在依存しているデジタルネイ
ティブ金融機関に、このサービスへの限定的なアクセスを提供
する、適格金融機関向けの「決済口座」の創設をFRBが検討し
ていると述べています34。一方、EUは第3次決済サービス指令
（PSD3）で、仮想 IBANの大半を発行しているノンバンク系決
済サービスプロバイダーの規制を、銀行を対象とした制度に沿っ
た内容にし、規制逃れを防ぐ方針です35。 

カナダではリテール決済活動法（Retail Payments Activities 
Act：RPAA）が2025年中に全面的に発効しました36。これに伴
い誕生したのが、アンチ・マネー・ローンダリング（AML）要件に
とどまらず、資金を保護し、オペレーショナルリスクを管理する
義務も盛り込んだ、決済サービスプロバイダー（PSP）の規制制
度です。カナダはさらに、2025年末までに新たなリアルタイム
決済システム「Real-Time Rail（RTR）」の稼働開始まであと一
歩の段階に到達する予定です37。

これ以外の国・地域も決済システムの規制と監督の強化を進
めており、新たな機関を設置したところもあります。例えば、
インド準備銀行は決済システム規制監督理事会（Board for 
Regulation and Supervision of Payment and Settlement 
Systems）を廃止して、新たに決済規制理事会（Payments 
Regulatory Board）を設置することを決めました38。これまで
は決済エコシステムがもたらすシステミックリスクのガバナンス
強化が図られてきましたが、デジタル決済の件数増加を受けて、
イノベーション促進も重視されるようになるかもしれません。

 ■ トランプ大統領が2025年7月18日に署名して、 
GENIUS法（Guiding and Establishing National 
Innovation for U.S. Stablecoins Act）が成立しました。

 ■ GENIUS法は、決済用ステーブルコインの監督体制と要
件が盛り込まれた、デジタル資産を対象とする初の連邦
レベルの幅広い法的枠組みとなります。同法の目的は、
健全性要件とリスク管理要件、コンプライアンス要件を
定めて、責任あるイノベーションとステーブルコインの
普及拡大を後押しすることです41。

 ■ GENIUS法では、該当する連邦または州の規制機関から
認可を受けた事業者以外、決済用ステーブルコインの
米国内での発行および販売ができないと定めています。

 ■ 同法では、決済用ステーブルコインを、認可を受けた事
業者が発行する決済用のデジタルトークンで、1対1の
比率で現金または短期米国債に裏付けされ、額面金額
で償還されるものと定義しています。

GENIUS法

金融機関が取るべき対応
 ■ 今後の規制案のホライズンスキャニングと、影響評価、
解釈、ロードマップの策定。

 ■ 大量償還や市場のボラティリティシナリオを含む、ス
テーブルコインに関するシミュレーションとストレステ
ストを設計、実施する。

 ■ 顧客の公平な取扱いの方法と、顧客の期待を踏まえ
た一定の救済手段をどのように提供するかを決める。
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監督当局は今後、規制対象以外の事業者に端を発する脅威に対
する金融機関の防衛策の強化を重視することになるとみられま
す。地政学的な不確実性の増大で、こうした脅威が強まり、マク
ロ経済や金融の安定を脅かすリスクも高まっていることから、特
に国境をまたいでビジネスを展開する金融機関にとって、規制・
監督環境は今まで以上に複雑かつ厳しくなっています。こうした
リスクに対するレジリエンスを高め、それを証明できる金融機関
ほど、この難しい環境を切り抜けやすくなるはずです。

外部脅威に対する 
レジリエンスの構築 –  
監督当局の最優先事項

オペレーショナル・レジリエンスとサイバー・
レジリエンス

EUでは、デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（DORA）
が、金融機関と、その重要なサードパーティ・テクノロジー・プ
ロバイダー（CTPP）のデジタルレジリエンスの大きな転機とな
りました42。金融機関は2026年から、合同審査チーム（Joint 
Examination Team）による継続的な取り組みに対応していく
必要があります。この取り組みでは、リスク評価、計画策定、監
督体制の審査、提言に重点を置き、金融機関、特にそのCTPP
を精査することになると想定されています。英国では、重要な
サードパーティ（Critical Third Parties）を対象にしたCTPレ
ジームが2025年1月1日に施行されました。一方、英財務省は、
同レジームで監督対象となるCTPにどの組織を指定するかにつ
いての決定をまだ下していません 43。

カナダでは、金融機関がオペレーショナル・レジリエンスの枠組
みを構築し、導入する期限が、金融機関監督庁（Office of the 
Superintendent of Financial Institutions：OSFI）のオペレー
ショナルリスクとオペレーショナル・レジリエンスに関するガイド
ライン「E-21」で、それぞれ2026年と2027年に設定されてい
ます44。OSFIが特に懸念しているのは、重要な金融システムが
外国から干渉されるリスクです。そのため、変化するインテグリ
ティアジェンダとセキュリティアジェンダで引き続き金融機関と
連携しています。一方、米国では、監督を連邦政府機関と州政府
機関が分担していることから、最大の懸念事項はやはりレジリエ
ンスとサイバーセキュリティです。経済成長と金融イノベーショ
ンを優先させる一方、当局はこれらの分野も引き続き重視する
ことが予想されます。

金融機関のレジリエンスに関して、特に懸念されているのはオペレーションとサイバーセキュリティ面
の脆弱（ぜいじゃく）性、金融犯罪の影響、伝統金融と「シャドーバンキング」の結びつきの深まりです。

成功に向けて整備すべき体制
 ■ あらゆる地域の地政学的リスクなど外部リスクの不確実性を
組み込んだ、将来起こり得るシナリオを策定し、優先順位づ
けをする。

 ■ 金融犯罪対策の取り組みに、その状況に合った水準の監督
体制の整備を確実に組み入れ、かつ各自の役割と責任を明
確化する。

 ■ ノンバンク金融との取引関係から生じるリスクを把握し、
管理する。
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アジアでは、企業のトップが地政学的リスクの管理と組織のレジ
リエンスの向上を重視するようになってきています。香港では、
重要インフラ（コンピューターシステム）保護条例が新たに制定
されました。それに伴い、香港の取引所や決済機関、発券銀行
を対象とした新たな措置が講じられることになります。この条例
は2026年1月1日に施行されます45。

金融犯罪と制裁

金融犯罪規制と制裁の変更が著しく増えていますが、今後もこ
の傾向は続くとみています。地政学的環境の複雑性が増したこ
とで、制裁措置や資産凍結措置が追加され、AMLに関する制裁
金も世界的に引き上げられているのです。金融機関には、法域
ごとに異なる要件に対応する能力が求められます。

EUでは、第6次AML指令（6AMLD）46とマネー・ローンダリ
ング防止規則（AMLR）47に加え、マネー・ローンダリングの防
止を担うAnti-Money Laundering Authority（AMLA）が設
立されたことで、監督・執行が強化されました。AMLAについ
ては、トップが決まり、欧州銀行監督機構（European Banking 
Authority）でAML業務を担当していた職員もすでに転籍して
おり、今後、欧州単一市場で活動する40の大手金融機関を直
接監督することになります。現在進められている取り組みの1つ
は、顧客デューデリジェンスと制裁金など、AML政策パッケージ
に従った技術基準の策定です。AMLAは、初期の段階では暗号
資産を特に重視するとの方針も示しています。一方、英国政府
は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策（AML・CTF）を
担うSingle Professional Services Supervisor（SPSS）を設
置し、これをFCAに担当させて、英国でAML・CTFの監督を担
う機関の数を3つに削減する意向を改めて示しました48。 

米国では、金融犯罪執行機関連絡室（Financial Crimes 
Enforcement Network：FinCEN）の実質的支配者に関する暫
定最終規則が2025年3月に改正され、その適用範囲が大幅に
縮小されて49、米国の事業者は実質的支配者情報をFinCENに
報告する必要がなくなりました。一方、米国で事業登録を行った
外国の事業者は報告義務がありますが、米国人を実質的支配者
として報告する必要はありません。また、デバンキングに関する
大統領令が出されたことを受けて、関係当局は疑わしい取引報告
（suspicious activity report：SAR）の届け出に関わるガイダ
ンスの改正版を発表しました。この改正版は、バイデン政権時に
おける内容を緩和するものです。これ以外にも、要件や内容の
大幅な変更が今後行われることが想定されています50。

金融機関が取るべき対応
 ■ 特に重要な業務に関して、サードパーティプロバイ
ダーへのエクスポージャーをマッピングし、業務中断リ
スクの軽減策を導入する。グローバルな金融グループ
はエクスポージャーを国内・地域・グローバルレベル
で把握する必要がある。

 ■ サイバーセキュリティとサイバー・レジリエンスに対す
るアプローチを詳細にベンチマークする。

 ■ そのベンチマークの対象には取締役会レベルのサ
ポート、専門的な技術リソース、経営層への定期的な
状況報告、明らかになったギャップへの迅速な対応も
含める。
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シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：
MAS）は、AML・CFTの枠組みを更新して、顧客確認の厳格化、
高リスク活動の監視強化、情報開示基準の引き上げを図りまし
た。この新たな枠組みは、2025年7月1日から実施されてい
ます51。MASがAML違反で9つの金融機関に科した制裁金は
2,750万シンガポールドルです。これは、2025年から2026年
の重点取り締まり対象が暗号資産とサードパーティリスク、ガバ
ナンス不全などであることを如実に物語っています52。

ノンバンク金融

ノンバンク金融（NBFI）をめぐり、規制当局が引き続き懸念し
ているのは透明性の欠如です。NBFIは健全性規制の対象では
ありませんが、伝統的な金融との相互の結びつきが強まってい
ます。

NBFIはレバレッジの提供をはじめとする銀行業務などの伝統的
な金融サービスを非常によく利用するため、こうした透明性の欠
如により、NBFI内の問題が波及して、規制対象の金融セクター
の安定を脅かすリスクが高まっているのです。 

当局がNBFIに対する監督を強化するために一般的に取ってき
たアプローチは、規制対象を広げてNBFIを直接規制すること
と、規制対象の銀行に対する現行の監督体制を利用してNBFI
への間接的な影響力を強めることの2つです。後者の例とし
ては、イングランド銀行の取り組みが挙げられます。同行初の
金融システム全体を対象とするストレステスト「System-Wide 
Exploratory Scenario（SWES）」を実施して、NBFIが英国の
中核市場にもたらすリスクの理解を深めるなどの成果を上げ、
それで得た教訓を生かして、「将来、英国の中核市場向けに実
施するSWES式ストレステストの簡易版を支えることができる
モデリング能力を構築し、的を絞った金融機関との連携でそれ
を補う」取り組みです53。フランスでも、当局が2026年上半期
に、国内金融システムで類似のストレステストを実施して54、25
を超える金融機関がこの対象となる予定です。このことは、EU
で繰り広げられている、NBFIのリスクをめぐる議論に役立つで
しょう。EUの規制当局は、その議論の中で幅広い政策オプショ
ンを検討する一方 55、投資戦略上で不可欠とされるセクター
を阻害することがないよう慎重になってもいます。EUは、類似
のストレステストを欧州全域で行うことも検討するかもしれま
せん。

金融機関が取るべき対応
 ■ 脅威インテリジェンスを構築して、新たなリスクをモニ
タリングし、システムと統制の脆弱性を洗い出すため、
アラート処理とデータ分析に利用するテクノロジーに
引き続き投資する。

 ■ 高リスクとされた事業者や、高リスクの市場で事業を
展開する事業者を中心に、AMLシステムと統制のプ
ロアクティブな評価を行う体制を整える。

 ■ 実質的支配者に関する要件の変更を精査して、法人顧
客の実質的支配者を特定、確認する手順書を策定し、
その手順書を全てのAMLコンプライアンスプログラ
ムに組み込む。

金融機関が取るべき対応
 ■ 金融機関と取引を行うNBFIは、規制対象の金融機関
とその監督当局がデータ共有を求める姿勢を強め、そ
れにより義務的な情報開示の範囲が拡大する可能性
があることを覚悟しておく必要がある。

 ■ 顧客と取引を行うNBFIは、当局が規制対象の金融機
関に求めているのと同じカスタマーケア基準が適用さ
れることを想定しておく必要がある。当局は今後、顧
客への優れたアウトカムを重視し、規制のギャップの解
消に着手する。
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2026年も引き続き顧客の取扱いが焦点となり、政策立案者は、
基準を引き上げ、リスク環境の変化に対応するための制度改正
を積極的に行うことになるとみられます。サービスレベルに対す
る顧客の期待が変化したことで、金融機関にますます圧力がか
かり、当局に対する政治的圧力も高まっています。顧客保護の
在り方を左右するのは、さまざまな国際基準と地域レベルの指
令、国内規制等です。

不正行為に対する懸念も世界的に強まっています。リモートアク
セスの増加や、リアルタイム決済などデジタル商品・サービスの
普及拡大は、顧客に大きな利益をもたらすと同時に、不正リスク
を高め、世界的に深刻な問題となっています。 

不正や詐欺行為は突然の資産喪失につながるおそれがあり、価
値の低い商品・サービスに起因する資産の累積損失は家計に多
大な実質的影響を与えるほか、個々の金融機関と金融システム
全体に対する信頼の喪失につながりかねません。

顧客への優れた 
アウトカムの実現

不正行為を撲滅し、金融に関する教育と金融包摂を推進する取り組みが強化されるのと並行して、
顧客の公平な取扱いを徹底させる取り組みが拡大しています。オープンファイナンスの場合、規制当
局が規制等の策定に積極的に関与しますが、最終的な目標は、顧客が求めるより優れた金融ツールと
意思決定を実現することです。

成功に向けて整備すべき体制
 ■ 金融包摂とデジタルインクルージョンを拡大させる政策立案
者の取り組みに呼応する。

 ■ 顧客の金融リテラシー向上のために金融機関がどのような
役割を果たすことができるかを検討する。

 ■ カスタマージャーニーにおける注意喚起措置や統制の活用
状況を評価して、顧客が詐欺行為から身を守るサポートを
する。

顧客の公平な取扱い

現行の主な取り組みには、OECDの政策ガイダンス、EUの
顧客関連指令、英国金融行為規制機構（Financial Conduct 
Authority：FCA）のConsumer Duty規制などの国内要件が
含まれます。FCAの規制は顧客保護の新たなベンチマークを打
ち立て、リテール顧客に対する金融機関の注意義務を確立しま
した56。これは世界各地の規制当局の大きな関心を集め、その
多くが同様の措置を提案しています。
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シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore：
MAS）は公平な取引に関するガイドライン（Guidelines on Fair 
Dealing）の範囲を広げて、英国のレジームを参考に、金融商品
の設計と説明、条件、苦情処理に関わる要件を盛り込みました57。
また、日本では新たなプロダクトガバナンスに関する原則を追加
し58、ニュージーランドでは金融機関のコンダクトに関する制度
（Conduct of Financial Institutions Regime）が2025年3
月31日からスタートしました。目的は、金融システムを強化して、
顧客の公平な取扱いを徹底させることです59。

オーストラリアでは、ASICのレポート「REP 782」にあるように、
（経済環境を反映して）困窮している顧客と、金融機関による規
制要件の順守、顧客サポートに関わる期待の高まりに焦点が当
てられています。一方、中東では、各当局がコンダクトと顧客保
護に関する制度の更新を進めています。EUのリテール投資戦略
（RIS）案も同様に、顧客の取扱いをEU域内で統一することを
目指す内容です60。各EU加盟国は独自の取り組みも進めていま
す。例えば、アイルランドは2025年に顧客保護法を改正して、保
険に特化した内容を加え、12カ月間の経過期間を設けました61。

カナダ金融消費者庁（Financial Consumer Agency of Canada：
FCAC）は口座残高減少時の電子アラートや苦情処理について、
テーマ別レビューを2回実施しました62。その結果、プログラム
のコンプライアンス状況の監視を含め、銀行がプログラムを強
化する機会が引き続きあることが明らかになっています。一方、
英国のFCAは2026年に入り、金融機関がConsumer Dutyを
どのように組み入れ、果たしていくかに着目し、コンダクトに関す
る幅広い規制等の合理化と、Consumer Dutyの導入後に生じ
るビジネスの複雑さの軽減を図っています63。米国では消費者
金融保護局が事実上閉鎖され、リテール保護に空白が生じ64、ま

た通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency：
OCC）が全ての公平な貸し出しの審査を凍結しました65。

金融に関する教育と不正

デジタルサービスの普及拡大を背景に、不正・詐欺行為がここ
数年で急増してきました。不正に利用されるデジタルチャネル
が広く浸透しているため、規制当局は、従来は金融セクターでの
み規制していた金融不正の撲滅に当たり、その役割が変化して
いる電気通信事業者やオンラインプラットフォームへの対応も
余儀なくされています。

日本でも同様の議論が繰り広げられており、詐欺対策を強化す
るため、政府がデータ保持要件の導入を検討していると報じら
れています。デジタルチャネルを通じた詐欺の発生率上昇に対
する懸念などを背景に、「国民を詐欺から守るための総合対策
2.0」が取りまとめられました66。

英国では、2025年9月に企業を対象とした不正防止不履行罪
（corporate criminal offence of failure to prevent fraud）
が制定されました67。対象となる金融機関は、この罪に問われた
場合、刑事訴追や起訴猶予合意（DPA、司法取引の一種）締結
に至るリスクがあります。それに伴い評判を落とし、制裁金を科
せられ、経費が発生し、経営層の時間が取られるなど望ましくな
い結果が生じる可能性があります。
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現在、協議の最終段階にあるEUの決済サービス規則（PSR）が
施行されると、あらゆる決済サービスプロバイダー（に加え、オ
ンラインプラットフォームと電気通信サービスプロバイダー）に
不正防止の義務と責任が新たに課せられることになります68。ま
た、なりすまし行為や取引の監視、認証（オーソリゼーション）の
定義、重過失という概念に関する条項が盛り込まれており、金融
機関は統制と手続きの再確認が必要になります。より市場に根
差した金融エコシステムを構築し、国際的に見て相対的に低い
金融リテラシー率を高める取り組みの一環として、EUは2025
年10月に金融リテラシー戦略を発表しました69。これが経済的
自立（financial independence）やリスク管理の向上、不正・
詐欺行為対策に貢献して、間接的に個人の財政安定が増し、ひ
いては経済の安定向上の一助となるかもしれません。 

オープンファイナンス

顧客に対するオープンファイナンスの価値提案で核となるのは、
その人の財務状況をより包括的に把握できるようにすることで
す。オープンファイナンスを利用することで、顧客は銀行口座か
ら年金まで自分のあらゆるお金の面を1カ所で管理することが
できます。EUの金融データアクセス規則案（FiDA）は、オープ
ンバンキングの原則を保険や資産運用など別の金融セクターに
も適用する内容です。この規則案が成立すると、金融機関は、リ
テール顧客から情報共有の同意を得る必要があるデータ共有ス
キームを今後4年間で構築しなければなりません 70。

米国では、消費者金融保護局（CFPB）が2025年8月に現行の
オープンバンキング規則を見直して、自分の銀行口座やクレジッ
トカード、モバイルウォレット、決済アプリなどの金融商品に関わ

るデータに無料でアクセスし、共有することを顧客が第三者に許
可できるようにする意向を示しました71。CFPBは「顧客の金融
情報への本人のアクセスを拡大したいという考え」を認識してい
るのです。一方、カナダ連邦政府は、2026年初旬までにオープ
ンバンキングの枠組みをスタートさせる予定です。

金融機関が取るべき対応
 ■ エンド・ツー・エンドのクライアントジャーニーを見直
して、不公平な慣行の排除、情報の簡潔化、手数料体
系の明確化を図る。

 ■ 規制当局が公正性の原則をどのように捉えているかを
よく把握し、顧客の利益のために行動していることの
説明責任を果たす準備をする。

 ■ パートナー企業や関連会社が顧客に及ぼす影響を管
理する自らの責任を理解する。

 ■ 顧客の意識を高める方策を策定して不正や詐欺の被
害を防止するとともに、顧客が自らを守る手助けとな
る抑制策を検討する。
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地政学的環境が変化しているため、金融機関はレジリエンスを
高めて、地政学的リスクに十分に対処しながら、監督当局の期待
にも応えなければなりません。グローバルにビジネスを展開す
る銀行は、子会社レベルで当局の監視が強化されている上に、
法域ごとに要件が異なることで、それ以外の課題にも直面して
います。

金融機関と当局には、地政学的リスクと金融の安定が本質的に
相互に関連していることを認識して、潜在的な影響の軽減に連
携して取り組むことが求められます。

変化する環境における 
リスク管理

地政学的リスク、特にグローバルな金融機関が直面するリスクは、その性質上、常に変化するものである
ことから、監督当局がこれを重視する姿勢を強めており、金融機関はリスク管理、ガバナンス、説明責任
の枠組みを見直す必要があります。

リスク管理

地政学的緊張により金融市場が不安定化する可能性があり、
金融機関は新たなリスクを見極め、管理するためのプロセスを
状況に応じて変える必要性が高まりそうです。効率的なリスク管
理には、監督当局の視点を取り込んだ、強固なガバナンス体制
の構築と責任の明確化が不可欠です。

一部地域では、欧州中央銀行などの監督当局の期待が高まって
います。2026年は、監督当局のリバース・ストレステストの焦
点が経済ショックではなく地政学的リスクとなり、銀行はどの地
政学的シナリオが特定の資本損失を引き起こすかの説明を求め
られるようになるでしょう72。

成功に向けて整備すべき体制
 ■ 効果的なカントリーリスクガバナンスとリスク管理のルー
ティンを確立し、金融機関全体に分かりやすく伝える。

 ■ 監督当局と常にコミュニケーションを取り、合意した対応を
確実に実行し、監督当局に常時、進捗状況を報告する。

 ■ 環境の変化に対応できる、強固なリスクカルチャーを醸成し
て、不確実性に効果的に対処する。



ガバナンスと説明責任

難しい激動の時代を乗り切るには、強固なガバナンス体制が不
可欠です。また、どの当局も今では金融機関のガバナンスに何
らかの期待を持つようになりましたが、当局が何を期待するかは
各金融機関のビジネスモデルや戦略、リスクプロファイルにより
変わってきます。そして、こうした期待に応えられるかどうかを大
きく左右するのは、組織文化と、トーン・フロム・ザ・トップの設
定に当たって取締役会が担う役割です。この分野における実効
性は、多様性（ダイバーシティ）とスキルのバランスをうまく取れ
るか、金融機関のスキルを進化させて状況の変化に対応できる
かにかかっています。

結論
2026年の「グローバル金融サービス規制の展望」は、この
1年間に状況が根本的に変化したことを反映する内容とな
りました。今後の見通しは、複雑で変わりやすく、グローバ
ルの要因と国内要因の相互関係にますます左右されるよう
になっています。米国が国内のイノベーションと成長を優
先させる今、他の国・地域は、競争力を維持する必要性と、
金融の安定や法域間の規制の整合性に関する従来の懸念
のバランスを取りながら、どのように対応するかを決めなけ
ればなりません。金融機関だけでなく、規制当局とクライア
ントもこれまで以上に、規制、イノベーション、地政学的動
向のバランスの変化を注視する必要があります。

銀行内でリスクシナリオが具現化されると、銀行の多くのリスク
カテゴリーにおいて、さまざまな形でその影響が感じられること
になります。各リスクの相互関連性はますます強まっており、相
互作用が付加されて、具現化が加速するかもしれません。多様
なリスクカテゴリーの組み合わせには複雑な相互作用と潜在的
なカスケード効果が伴うため、金融機関はリスク管理の枠組みの
中で、リスクをより迅速かつ徹底的に検討する必要があります。

金融機関が取るべき対応
 ■ 金融機関のニーズに合わせてリスクシナリオを作成
し、影響と機会を評価する。

 ■ データ分析やAIなどの先端技術を活用して、エマージ
ングリスクを予測する。

 ■ トランスファーリスクやコンバーティビリティリスクを
含む、地域固有のリスクを見極め、定量化する。

金融機関が取るべき対応
 ■ 当局の期待に応えるとともに、顧客の信頼を築く上で
必要なリスク管理とガバナンス、テクノロジー、インフ
ラに投資する。

 ■ 規制の影響が国・地域外にどのように及び、それによ
り、金融機関全体のガバナンスにどのような課題がも
たらされるのかを探る。
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グローバル規制ネットワーク（GRN）は、当局経験者を中心とするネットワークです。常に変化する規制・
監督当局の期待に経営幹部や取締役が対応できるようサポートをします。 

私たちは、リスク環境の変化に対処する上で取れる対応について、金融機関だけでなく、政府や規制
当局にも助言しています。
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Jason Boggs 
jason.boggs@ca.ey.com 

北米や欧州、アジアの金融機関と規制当局に勤務。規制改善プ
ログラムを主導し、変更に対する金融機関の対応のサポートや、
規制当局への助言といった、金融機関と規制機関両方の代理と
して調査を主導するなど、25年を超える実績を持つ。資本市場
とそれに関係する規制についての造詣が深い。

Jeremy Caldwell 
jeremy.caldwell@ey.com

米連邦準備制度（FRS）で銀行監督業務を24年経験。FRS
勤務時は、米国の「グローバルなシステム上重要な金融機関
（G-SIFIs）」を対象とした資本計画・金融リスク管理監督プログ
ラムの構築と主導をサポートしたほか、多くの監督委員会で幹
部を務める。世界金融危機のさなかと直後には、米国のG-SIFIs
の監督も主導。

Mario Delgado 
mario.delgadoalfaro@es.ey.com 

スペインの銀行破綻処理機関であるFROBのHead of 
International CoordinationやEBAとFSBの代表者、スペイ
ン経済省のDirector of Office of the Secretary of State 
for the Economy in the Economic Affairs、パリクラブの
Head of the Spanish Delegation、IMFのDeputy Head of 
Relationsなどを歴任。

Mike Gibson 
michael.gibson1@ey.com

EY入社前は、米連邦準備制度理事会（FRB）のDivision of 
Supervision and Regulationで13年Directorを務め、Vice 
Chair for Supervisionの直属の部下として、銀行規制政策の
取りまとめとFRBの銀行監督業務を統括。銀行監督に関する課
題には、FRBの幹部や他の国内・国際機関の当局者と緊密に連
携して取り組む。バーゼル銀行監督委員会ではFRBの代表を務
める。

Eugène Goyne 
eugene.goyne@hk.ey.com 

政府で規制担当の上級職を25年以上務めた経験を持つ。
前職は香港証券先物委員会（SFC）のdeputy head of 
enforcement。その前は、オーストラリア証券投資委員会と
オーストラリア法務省に勤務。

Alina Humphreys 
alina.humphreys@au.ey.com 

EY入社前は、金融機関で20年法務を担当。オーストラリア証
券投資委員会では、規制執行・監督とコーポレートファイナンス・
戦略的政策を担当する上級管理職を歴任。当時、プロダクトガ
バナンスや苦情、規制当局の資金調達・権限に関わるものなど、
複数の主要な政策の主唱、その後には策定を主導。

EYのグローバル規制ネットワークの
エグゼクティブチーム
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Alejandro Latorre 
alejandro.latorre@ey.com

ニューヨーク連邦準備銀行で金融政策、資本市場、金融監督・
規制分野の実績を20年以上重ねる。上級監督者として米国
のシステム上重要な大手外国銀行組織（foreign banking 
organization：FBO）の監視に関与。上級監督者を務める前は、
連邦準備制度理事会（FRB）の金融危機管理に関わる取り組み
の多くに携わる。

Joe Meinhardt 
joe.meinhardt@ey.com

通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency：
OCC）に34年勤務し、安全性と健全性、コーポレートガバナン
ス、問題のある銀行の監督、許認可業務など、大手地方銀行の
監督業務の専門知識が豊富。OCCでは、銀行監督業務に必要
なエンタープライズガバナンスの質を保証する「Enterprise 
Governance Quality Assurance Program」や、破綻銀行
から得られる教訓を生かすための「Lessons Learned Failed 
Bank Review」プログラム、銀行の異議申立制度の策定などを
担当。 

緒方 兼太郎 
kentaro.ogata@jp.ey.com

中央省庁や外資系金融機関などで20年を超える経験を有して
おり、金融庁や日本銀行と定期的に意見交換などを実施してい
る。国内外の金融機関（銀行、証券会社、保険、アセットマネジメ
ントなど）に対して、グローバル・グループガバナンス、リスク管
理、規制・コンプライアンスに関するコンサルティングサービス
を幅広く展開。

Kristy von Ohlen 
kristy.vonohlen@ey.com

ウェルス&アセットマネジメントを中心とした金融サービ
ス分野で20年の実績を持ち、現在はWealth and Asset 
Management Assurance Advisory Leaderを務めている。
前職は米国証券取引委員会（SEC）投資管理部（Division of 
Investment Management）のAssistant Chief Accountant
で、投資運用会社を対象とした規則、規制、政策の提言取りまと
めをサポート。 

Ron Pasch 
ron.pasch@ey.com

通貨監督庁（Office of the Comptroller of the Currency：
OCC）に39年以上勤務し、安全性と健全性、コーポレートガバ
ナンス、問題のある銀行の監督、コンプライアンス、許認可業務
など、大手地方銀行の監督業務を担当。OCCではLarge Bank 
Deputy Comptroller、Large Bank Examiner-in-Charge
（EIC）、Associate Deputy Comptroller for Mid-size and 
Community Banks、EIC of the OCC’s London Officeを歴
任。CFAとGARPのFRMの資格保有者。

Keith Pogson 
keith.pogson@hk.ey.com

30年以上のキャリアを持ち、25年以上アジアを拠点に活動。
EYではアジアだけでなく、グローバルでも数多くの管理職を歴
任。香港証券先物委員会（SFC）のNon-Executive Director
を務めているほか、EYのrepresentative and Co-Chair of 
the Bank Working Group of the Global Public Policy 
Committeeを担当。

Alex Roy 
alex.roy@uk.ey.com 

公共セクターで規制関連の業務に25年携わる。金融行為規制
機構（Financial Conduct Authority：FCA）に8年勤務し、消
費者やリテール事業者を対象とした規制政策の策定を担当。ま
た、リテール投資、情報開示、銀行業務、決済、暗号資産、損害
保険、住宅ローン（モーゲージ）、葬儀プラン、資産運用・保険
請求会社に関わる規制策定を主導した実績を持つ。FCAでは、
FCA Missionの策定を担うチームの一翼を担い、後にはHead 
of Strategyとして同チームを率いて、金融サービス規制への
戦略的アプローチを進める。規制政策に携わる前は、エコノミス
トとして勤務。
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Marc Saidenberg 
marc.saidenberg@ey.com

ニューヨーク連邦準備銀行の元Senior Vice President and 
Director of Supervisory Policy。バーゼル委員会委員で、流
動性作業部会の共同議長を務めた経験があり、また資本計画や
流動性リスク管理、破綻処理計画に関する監督上の期待の策定
に関与。

Ed Sibley 
ed.sibley@ie.ey.com

EY（EY Ireland）のRegulatory Lead Partner。EY入社前は、
アイルランドと英国で14年働き、金融規制・監督業務に携わる。
アイルランド中央銀行副総裁を5年務め、アイルランド内外で営
業するリテール銀行、投資銀行、保険会社、投資会社、資産運用
会社、決済・電子マネー機関など金融機関の健全性規制・監督
を担当。欧州中央銀行の銀行監督委員会（SSM）に所属するほ
か、欧州銀行監督機構（European Banking Authority）の監
督委員会や欧州保険・企業年金監督機構（EIOPA）などさまざ
まな国内・欧州内のハイレベル専門家グループ・ネットワークで
活躍。

Ajay Sirikonda 
ajay.sirikonda@in.ey.com 

EY Indiaで、1,300名強のリスク専門家から成る金融サービス
リスク管理チームを率いている。バーゼル II／ III、IFRS第9号、
CCAR、BCBS 239など信用リスク管理（定量的モデリング、プ
ロセス、テクノロジー）、エンタープライズリスク管理、ストレス
テスト、資本管理といった分野の銀行規制枠組みに関する経験
が豊富。現在は先頭に立って、リスク管理業務のAI化を促進。
FRMとPRM、SCRの資格保有者。 

Christopher Woolard CBE 
christopher.woolard@uk.ey.com 

EYのパートナーとして、幅広い金融サービス分野のクライアン
トやフィンテック企業、政府、中央銀行と連携。EYのグローバル
規制ネットワークの議長を務め、EY UKの取締役でもある。EY
入社前は2013年に金融行為規制機構（Financial Conduct 
Authority：FCA）に入職し、執行役員に就任して、Executive 
Director of Strategy and Competitionを務めた後、2020
年には暫定最高責任者を務めるなど、公共セクターで25年実績
を積む。「プロジェクトイノベート」とFCAの「レギュラトリーサ
ンドボックス」を創設。イングランド銀行金融政策委員会や証券
監督者国際機構（IOSCO）代表理事会、FSBのStrategic Risk 
Committeeのメンバーを務めた経験もある。
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Work%20programme%202026.pdf, 1 October 2025

* 2025年10月24日時点のEYの調査結果を分析したもの

1.  「経済全体」（全てのセクター）を対象としたAI法を導入また
は提案している国をベースとした基準。

2. オーストラリア政府は、AIの安全かつ責任ある利用に関する
リスクベースの枠組みを導入し、2019年には自主的なAI倫
理原則、最近では自主的安全基準を制定。また、リスクが高
い利用環境でAIに安全対策を施すことの義務化案をパブリッ
クコンサルテーションにかけており、結果がまだ確認されてい
ないが、そのアプローチ案の1つは経済全体を対象としたAI
法の策定。

3. カナダ政府は（現在保留中の）人工知能・データ法案で、AI
の連邦レベルでの規制を目指している。金融業界の人工知
能フォーラム「Financial Industry Forum on AI」は2023
年に、説明能力（Explainability）、データ（Data）、ガバナンス
（Governance）、倫理（Ethics）を通じた金融分野での責任
あるAIの推進を図る「EDGE原則」を発表。

4. 中国国務院と全国人民代表大会の2025年度立法工作計画
で、中国がAI法令の策定に取り組むことが改めて確認され
たが、国内の正式なAI法はまだない。2023年の暫定措置
が事実上の法律の役割を果たしており、現時点では2018
年の資産運用規制や2023年のAIを活用した金融情報開
示に関するガイドライン（AI-Based Financial Disclosure 
Guidelines）などが金融機関向けのガイダンス。

5. 香港のセクター主導型アプローチ：香港金融管理局と香港
証券先物委員会が規制を設けた一方、強制積立基金管理局
（Mandatory Provident Fund Schemes Authority）がAI
規制についてのコンサルテーションを行っている。

6. 韓国政府は2024年12月にAI基本法を成立させ、2026年
1月に施行する。金融サービス委員会が2021年と2022年
にAI運用に関するガイドラインを発表。

7. 英国政府はイノベーション促進型改革に重点を置いており、
不確実性を軽減し、国民の信頼を高め、企業の信頼感を向上
させることを目的に、強力なAIモデルに対する法的拘束力を
持つ規制についてのコンサルテーションを予定。

8. 米国政府が連邦レベルで幅広いAI規制を制定する可能性は
低いものの、各州はさまざまなアプローチによる多様なAI規
制の導入を進めている。
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